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○佐野市地域活性化事業補助金交付要綱 

令和２年３月31日告示第96号 

佐野市地域活性化事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 市の区域内において、地域の特色を活かしながら実践する地域づくり活動（以下「地域活性

化事業」という。）を支援するため、地域づくり団体に対し、市が予算の範囲内において交付する

地域活性化事業補助金（以下「補助金」という。）については、佐野市補助金等交付規則（平成17

年佐野市規則第60号）に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この告示において「地域づくり団体」とは、市の区域内において地域活性化事業を行い、又

は行おうとする団体（その団体の２以上のものが連合する場合を含む。）であって、規約、役員、

会計等が明確であるものをいう。ただし、営利を目的とする団体を除く。 

（補助対象事業等） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号に掲げる事

業であって、次項に規定する要件を満たすものとする。 

(１) 地域活性化プラン策定事業 地域における課題の検討を行い、その解決に向けて、将来の見

通しを踏まえた具体的な実施計画（以下「地域活性化プラン」という。）の策定に係る事業 

(２) 地域活性化プラン実践活動事業 地域活性化プランの実証又は実践に係るソフト事業及びハ

ード事業 

２ 補助対象事業の要件は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 市の総合計画その他の計画の推進を図る公益性を有するものであること。 

(２) ２以上の町会（佐野市町会に関する規則（令和２年佐野市規則第14号）別表に掲げる町会を

いう。）を含む区域を事業範囲とする広域性を有するものであること。 

(３) 第５条第１項に規定する補助対象期間終了後、５年以上継続的な実施が見込まれる継続性を

有するものであること。 

３ 前２項の規定にかかわらず、別表第１に掲げる事業は、補助金の交付の対象としない。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者は、市の区域内において補助対象事業を実施する地域づくり団

体とする。 

（補助対象期間等） 

第５条 補助対象事業の対象となる期間は、令和２年度から令和６年度までの期間とする。 

２ 前項の場合において、補助対象事業を実施する地域づくり団体に対する補助は、補助対象事業を

開始した日の属する年度から３年間を限度とする。 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業に要す

る費用の額から別表第２に掲げる費用の額を控除したものとする。 

（補助金の額） 

第７条 第３条第１項第１号の地域活性化プラン策定事業に係る補助金の額は、前条に規定する費用

とし、100万円を限度とする。 
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２ 第３条第１項第２号の地域活性化プラン実践活動事業に係る補助金の額は、前条に規定する費用

とし、１年度につき100万円を限度とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、地域活性化プラン策定事業及び地域活性化プラン実践活動事業の両

事業を単年度で実施する場合は、両事業をあわせて100万円を限度とする。 

（交付の申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者は、地域活性化事業補助金交付申請書（別記様式第１号）

に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。 

(１) 地域活性化プラン策定事業（地域活性化プラン実践活動事業）実施計画（別記様式第２号） 

(２) 地域活性化プラン策定事業（地域活性化プラン実践活動事業）実施計画書（別記様式第３号。

以下「実施計画書」という。） 

(３) 収支予算書の写し 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

（交付の決定） 

第９条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかに、その内容を審査し、補助金を交付

することと決定したときは地域活性化事業補助金交付決定通知書（別記様式第４号。以下「交付決

定通知書」という。）により、補助金を交付しないことと決定したときは地域活性化事業補助金交

付申請棄却通知書（別記様式第５号）により申請者に通知する。 

（申請内容の変更等） 

第10条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交付の申請の

内容について、次に掲げる変更をしようとするときは、地域活性化事業補助金交付変更申請書（別

記様式第６号）に当該変更する内容を証する書類を添付して市長に申請し、その承認を受けなけれ

ばならない。 

(１) 補助対象事業の実施主体の変更 

(２) 実施計画書に記載した事業の目標その他実施計画書の主要な内容の変更 

(３) 実施計画書に記載した事業費の30％以上の変更 

２ 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに、その内容を審査し、承認する場合にお

いて、補助金の額に変更があるときは地域活性化事業補助金交付変更決定通知書（別記様式第７号。

以下「交付変更決定通知書」という。）により、補助金の額に変更がないときは地域活性化事業補

助金内容変更承認通知書（別記様式第８号）により、承認しないときは地域活性化事業補助金交付

変更不承認通知書（別記様式第９号）により申請者に通知する。 

３ 補助事業者は、補助対象事業を取りやめようとするときは、地域活性化事業中止届出書（別記様

式第10号）に交付決定通知書（前項の規定により変更の承認を受けた者は、交付決定通知書及び交

付変更決定通知書又は同項の内容変更承認通知書）を添えて、市長に届け出なければならない。 

（実績の報告） 

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに、地域活性化事業実績報告書（別

記様式第11号）に次に掲げる書類を添えて、その実績を市長に報告しなければならない。 

(１) 事業実績書 

(２) 収支決算書の写し 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 
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（補助金の額の確定） 

第12条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合は、速やかに、その内容を審査し、補助金の

交付の決定の内容に適合するときは、補助金の額を確定し、地域活性化事業補助金額確定通知書（別

記様式第12号）により補助事業者に通知する。 

（交付の請求） 

第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、地域活性化事業補助金交付請求書（別

記様式第13号）に交付決定通知書（第10条第２項の規定により補助金の額の変更の承認を受けた者

は、交付決定通知書及び交付変更決定通知書）の写しを添えて、市長に請求しなければならない。 

（決定の取消し等） 

第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が、第３条第２項第３号の要件に該当しなくなったときは、

当該補助金の交付の決定を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において補助金が交付されているときは、

期限を定めて当該補助金の全部を返還させることができる。 

（その他） 

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

番号 補助金の交付の対象としない事業 

１ 宗教、政治又は選挙活動を目的とした事業 

２ 公序良俗に反する事業 

３ 国、県、市、その他の団体による補助事業によることで、より効果的な実施が可能であ

ると認める事業 

４ 地域活性化事業の目的に照らし市長が適当でないと認める事業 

別表第２（第６条関係） 

番号 補助対象経費の対象にならない費用 

１ 土地の測量、購入又は補償に要する費用 

２ 建物の購入、補償、新築及び新築に要する原材料の購入に要する費用 

３ 食糧費（ただし、事業目的のために招聘した外部講師等に対する費用を除く。） 

４ 人件費、事務室に係る賃借料、光熱水費等の事業の実施に直接必要とされない経常的な

管理運営に係る費用 

５ 単価が20万円以上の物品の購入に要する費用 

６ 住民個人に対し金銭を支出する費用 

７ 出資及び貸付に要する費用 

８ 基金等への積み立てに要する費用 

９ 地域活性化事業の目的に照らし市長が適当でないと認める費用 
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別記様式第１号（第８条関係） 

 



5 

別記様式第２号（第８条関係） 
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別記様式第３号（第８条、第10条関係） 
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別記様式第４号（第９条、第10条、第13条関係） 
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別記様式第５号（第９条関係） 
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別記様式第６号（第10条関係） 
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別記様式第７号（第10条、第13条関係） 
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別記様式第８号（第10条関係） 
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別記様式第９号（第10条関係） 
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別記様式第10号（第10条関係） 

 



15 

別記様式第11号（第11条関係） 
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別記様式第12号（第12条関係） 
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別記様式第13号（第13条関係） 
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